
Information

　
　

小
型
船
舶
操
縦
士
免
許
の
更

新
講
習
、失
効
再
交
付
講
習
を
実

施
し
ま
す
。

■
日
時

　　
４
月
11
日（
日
）13
時
30
分
〜

■
場
所

　
　

香
南
市
マ
リ
ン
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン

タ
ー（
夜
須
町
千
切
五
三
六
ー
一
九
）

■
対
象

▼
更
新
講
習
…
免
許
の
有
効
期

限
が
、
平
成
33
年
４
月
12
日
か
ら

翌
年
４
月
30
日
ま
で
の
方

▼
失
効
再
交
付
講
習
…
免
許
の

有
効
期
限
が
切
れ
て
い
る
方

※
講
習
時
間
は
、更
新
講
習
１
時
間
30
分
、

失
効
再
交
付
講
習
２
時
間
30
分

■
必
要
な
も
の

　
●　

写
真（
縦
4.5
㎝
×
横
3.5
㎝
、裏
面

に
氏
名
記
載
）　
２
枚

※
6
カ
月
以
内
に
撮
影
し
た
、無
帽
・
正
面

上
半
身
・
無
背
景
の
も
の

　
●　

小
型
船
舶
操
縦
免
許
証
の
写
し

　
　

1
枚

　
●　

本
籍
記
載
の
住
民
票　
1
通（
住

所
等
に
変
更
が
な
け
れ
ば
不
要
）

　
●　

受
講
申
込
書（
更
新
ま
た
は
失
効
）

　
●　

委
任
状（
認
め
印
）

■
受
付
期
間

　
　

３
月
12
日（
金
）〜
４
月
２
日（
金
）

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　　
Y
A
S
U
海
の
駅
ク
ラ
ブ

　　

☎
57
ー
1
8
5
5

（
2
月
号
2
ペ
ー
ジ
）
夜
須
小
学
校
6
年
生
、
市
広
報
係
へ
お
手
紙
出
し
て
よ
か
っ
た
で
す
ね
。
↓
（
13
ペ
ー
ジ
へ
）

広

報

へ

の

ご

意

見

↓　

夜
須
の
名
産
品
フ
ル
ー
ツ
の
名
前
か
ら
よ
く
考
え
ま
し
た
ね
。
か
わ
い
い
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
応
援
し
て
い
き
ま
す
。

広

報

へ

の

ご

意

見

　　

多
子
世
帯
の
経
済
的
負
担
を
軽

減
す
る
た
め
に
、
保
育
料
を
補
助

し
ま
す
。
申
請
を
希
望
す
る
場
合

は
、
申
請
期
日
ま
で
に
書
類
の
提

出
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
対
象

　
　

令
和
２
年
４
月
１
日
現
在
で
満

18
歳
未
満
の
児
童
を
３
人
以
上
扶

養
し
て
い
て
、第
３
子
以
降
３
歳
未

満
の
児
童
が
、子
ど
も
・
子
育
て
支

援
新
制
度
に
移
行
し
て
い
な
い
私

立
幼
稚
園
ま
た
は
、
届
出
認
可
外

保
育
施
設
に
入
園
・
入
所
し
て
い

る
保
護
者
等

■
手
続
き
に
必
要
な
物

　
　

領
収
書
な
ど
、
対
象
児
童
の
保

育
料
が
分
か
る
書
類

■
申
請
場
所

　　

市
教
育
委
員
会
こ
ど
も
課

■
申
請
締
切
り　
３
月
31
日（
水
）

　
　

入
園
・
入
所
し
た
日
か
ら
申
請

で
き
ま
す
の
で
、お
早
め
に
申
請
を

お
願
い
し
ま
す
。ま
た
、申
請
期
日

を
過
ぎ
る
と
受
け
付
け
で
き
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
教
育
委
員
会
こ
ど
も
課

　　

令
和
３
年
度
国
保
被
保
険
者
証

（
一
般
は
黄
色
・
資
格
証
明
証
は
オ

レ
ン
ジ
色
）は
、３
月
中
旬
に
郵
送

し
ま
す
。ピ
ン
ク
色
の
封
筒
で
、
世

帯
主
宛
に
世
帯
全
員
分
の
被
保
険

者
証
を
郵
送
し
ま
す
。

　
　

封
筒
の
中
で
重
な
っ
て
い
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
中
身
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

　
●　

保
険
証
は
台
紙
か
ら
は
が
し
て

お
使
い
く
だ
さ
い
。

　
●　

届
い
た
ら
、
必
ず
内
容
を
確
認

し
、大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　
●　

有
効
期
限
が
過
ぎ
た
古
い
被
保

険
者
証
は
、は
さ
み
で
切
る
な
ど
し

て
ご
自
身
で
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

■
国
保
の
し
お
り

　
　

国
保
制
度
に
つ
い
て
分
か
り
や

す
く
記
載
さ
れ
て
い
る
小
冊
子「
国

保
の
し
お
り
」を
同
封
し
て
い
ま
す
。

　　

国
保
の
加
入
と
脱
退
、国
保
税
・

国
保
の
給
付
に
つ
い
て
、医
療
費
の

一
部
負
担
金
の
減
免
制
度
、
高
額

療
養
費
制
度
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク（
後

発
）医
薬
品
、特
定
健
診
、特
定
保

健
指
導
な
ど
に
つ
い
て
掲
載
し
て

い
ま
す
。ぜ
ひ
ご
一
読
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
市
民
保
険
課

２
を
お
持
ち
の
方
で
す
で
に
認
定

を
受
け
て
い
る
方

※
有
効
期
限
が
令
和
３
年
６
月
30
日
の
方

は
、所
得
の
確
認
を
す
る
た
め
に
年
１
回
の

更
新
手
続
き
が
必
要
で
す
の
で
、５
月
に
通

知
し
ま
す
。そ
の
他
、65
歳
、75
歳
の
誕
生
日

や
、手
帳
の
更
新
に
合
わ
せ
た
有
効
期
限
の

方
に
は
個
別
に
通
知
し
ま
す

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
福
祉
事
務
所　
社
会
福
祉
係

　　

令
和
２
年
度
の
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
の
納
付
は
、
令
和
２
年

７
月
31
日
の
第
１
期
納
期
限
か
ら

始
ま
り
、令
和
３
年
３
月
１
日
に
第

８
期
の
納
期
限
を
迎
え
ま
し
た
。

　
　

年
金
か
ら
の
天
引
き
で
な
い
方

や
、口
座
振
替
に
し
て
い
な
い
方
で

ま
だ
納
付
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、

お
早
め
に
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　　

納
期
限
を
過
ぎ
て
も
納
付
が
な

い
場
合
は
督
促
状
が
発
送
さ
れ
、

納
付
時
に
督
促
手
数
料
が
200
円
加

算
徴
収
さ
れ
ま
す
の
で
、
お
気
を

付
け
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
市
民
保
険
課

　　

高
齢
者
医
療
係

 
 

有
効
期
限
が
令
和
３
年
３
月
31

日
の
障
害
医
療
費
受
給
者
証
（
水

色
ま
た
は
黄
色
）
を
お
持
ち
の
方

に
、
新
し
い
受
給
者
証
を
３
月
下

旬
に
郵
送
し
ま
す
。
更
新
の
手
続

き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　

た
だ
し
、
受
給
者
証
の
記
載
事

項
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
、
福
祉

事
務
所
へ
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

■
対
象　

身
体
障
害
者
手
帳
１
、２

級
、も
し
く
は
療
育
手
帳
A
１
、A

日時 4／17（土）10：00～12：00

場所のいちふれあいセンター　2階　研修室

く
ら
し
楽
し
む

風
呂
敷
レ
ッ
ス
ン

広告

◆講師／田原　あけみさん（cocoro*kurumu）　　　　◆定員／15人
◆持ち物／70～90㎝サイズの風呂敷・筆記用具。マスク
　着用。風呂敷をお持ちでない方は貸出しもできます。
◆受講料／６００円　　　　　　　◆申込み締切り／４月12日（月）
◆申込み・問い合わせ／香南市中央公民館　☎５６‐1056

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、日程・内容等が変
更となる場合があります

お家に眠っている風呂敷をお持ちください！

おしゃれな風呂敷を

使ってみたいけど、手を出し

づらいイメージ…。実はふろしき

は、サイズと素材を選べばエコバッグ

にもでき、旅行用の着替えやお弁

当など、さまざまなものを包む

ことができます。もちろん

防災にも役に立ちます。

夜須公民館

催し案内 

■ 夜須公民館　２階　大研修室

■講師／尾﨑　浅子さん（消しゴム版画作家）

■定員／１５人

■持ち物／マスク着用。細かい作業がありますの

でメガネをお掛けの方は忘れずにお持ちください。

■受講料／１,１００円

■申込み締切り／３月２４日（水）

■申込み・問い合わせ／夜須公民館　☎５４‐２１２１

消しゴム
はんこ教室

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、日程・
内容等が変更となる場合があります

　
　

国
保
被
保
険
者
証
は

　
　

３
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す

N
国 保

national
health insurance

国 保

　
　
　
　

小
型
船
舶
操
縦
士

　
　
　
　

免
許
更
新
講
習

　
　

  

多
子
世
帯
保
育
料
等

　
　

  

軽
減
制
度 E

教 育教 育

E d u c at i o n

　
　
　

障
害
医
療
費
受
給
者
証

　
　
　

の
更
新
に
つ
い
て

H
健 康

H e a l t h

健 康

S
高齢者高齢者

senior citizen

　
　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　
　

の
納
付
は
お
済
み
で
す
か
？

　　携帯電話の新しい電波利用開始に伴い、テレビ

映像に影響が出る恐れのある一部地域のご家庭

にチラシを配布する予定です。

　　2021年3月18日（予定）以降に影響が出た場合

は、（一社）７００MHz利用推進協会が無償で回復

作業を行いますので、下記コールセンターまでご

連絡をお願いします。

■問い合わせ／７００MHz受信障害対策コールセンター

　☎０１２０-７００-０１２（フリーダイヤル）　☎０５０-３７８６-０７００（有料）

■受付時間／９時～２２時

● 　テレビの視聴に関するお知らせ ●

（一社）700MHｚ（メガヘルツ）
利用推進協会による
テレビ受信障害
対策工事について

■■ 民館

ははははははは
簡単な形で手軽に

できる花と葉のはんこ、

いろいろな組み合わせで

押して楽しみましょう♪

土3／27
13:30～
　15:30

進学や就職などで引っ

越しをされる方は、

原則、引っ越し後の

お住まいが住所地になり

ます。住民票は、行政サービスや選挙人名簿

などの各種の登録につながる大切な情報で

すので、忘れずに移しましょう。

　住民票を移すためには、まず、引っ越し前

の市区町村で転出届を提出します。その際

に発行される転出証明書を持って、次に引っ

越し後の市区町村で転入届を提出して完了

です。なお、転入届は、転入した日から１４日

以内に提出してください。

　　マイナンバーカード（個人番号カード）をお

持ちの方は、券

面の記載事項

変更がありま

すので、忘れず

に持参してく

ださい。

問 市役所市民保険課　☎５７ー８５０６

引っ越したら

『住民票』を

移しましょ
移移

うう!
引っ越したら　

　『住民票』を　

移しましょう!

　注意／選挙で投票する場所は、原則として住民票のある市区町村です。異なる市区町村に引っ越した方で、住民票を移していない、または住民票を移して３カ月経過していない場合は、新しい住所地で投票できませんのでご注意ください。詳しくは市選挙管理委員会（☎５７-８５２５）へ。

●！

13２０２１.３ 12 ２０２１.３


